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令 和 ７ 年 度 

木城町職員採用試験案内 
（令和８年４月１日採用） 

 

令 和 ７ 年 ５ 月  

宮 崎 県 木 城 町  

 

 

◆ 申込受付期間   令和７年５月１６日（金）午前９時から 

令和７年６月１０日（火）午後５時まで 

 

◆ 申 込 方 法   インターネットからの申込みのみとなります。 

木城町ホームページからアクセスしてください。 

              木城町ホームページアドレス 

  https://www.town.kijo.lg.jp/bosyu/3016.htmｌ 

                  

 

 

 

 

[採用試験に関する問い合わせ先・受験申込先] 

宮崎県木城町 総務財政課 

〒８８４－０１０１ 

宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７番地の 1 

ＴＥＬ ０９８３－３２－４７２５ 

ＦＡＸ ０９８３－３２－３４４０ 
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令和７年度木城町職員採用試験実施要領 

 

１ 採用試験の種類、職種、採用予定人員及び職務の内容 

  試験は、次の職種ごとに行いますが、このうち希望するいずれか一つだけ受験できます。 

なお、受付締切り後は、職種の変更はできません。 

種 類 職  種 
採用予定 

人 員 
職 務 の 内 容 

初 級 

一般事務(Ａ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

一般事務に従事します。 

一般事務 

（障がい者）(Ｂ) 
若干名 

町長部局等に勤務し、 

一般事務に従事します。 

土 木(Ｃ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

保健師(Ｄ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

社会福祉士又は 

精神保健福祉士(Ｅ) 
若干名 

町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

文化財専門職(Ｆ) 若干名 
教育委員会部局に勤務し、 

専門業務に従事します。 

社会人 

一般事務(Ｇ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

一般事務に従事します。 

一般事務 

（障がい者）(Ｈ) 
若干名 

町長部局等に勤務し、 

一般事務に従事します。 

土 木(Ｉ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

保健師(Ｊ) 若干名 
町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

社会福祉士又は 

精神保健福祉士(Ｋ) 
若干名 

町長部局等に勤務し、 

専門業務に従事します。 

文化財専門職(Ｌ) 若干名 
教育委員会部局に勤務し、 

専門業務に従事します。 

 

２ 受験資格（学歴は問いません。） 

（１）年齢 

職  種 受   験   資   格 

初 級（全職種） 平成 12年 4月 2日から平成 19年 4月 1日までに生まれた者 

社会人（全職種） 平成 2年 4月 2日から平成 15年 4月 1日までに生まれた者 
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（２）資 格 

ア 初級土木及び社会人土木は、測量士補、測量士、１級又は２級土木施工管理技

士のいずれかの資格を有する者（令和７年度中に資格取得見込みの者を含む。） 

  イ 初級保健師及び社会人保健師は、保健師の資格を有する者（令和７年度中に資

格取得見込みの者を含む。） 

  ウ 初級社会福祉士又は精神保健福祉士及び社会人社会福祉士又は精神保健福祉

士は、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する者（令和７年度中に資格取

得見込みの者を含む。） 

  エ 初級文化財専門職及び社会人文化財専門職は次の要件をいずれか満たす者 

① 博物館法第５条に定める学芸員資格を有する者（令和７年度中に資格取得見

込みの者を含む。） 

② 学校教育法による４年制大学又は大学院において、考古学、歴史学又は文化

財学に関する専門課程を卒業した者（令和７年度中に卒業見込みの者を含

む。） 

  オ 社会人（全職種）は、公務員・民間企業等において正規職員（会計年度任用職

員を含む）として勤務経験を２年以上有する者。 

 

(３)次のいずれか一つに該当する者は受験できません。 

  ア 日本国籍を有しない者 

  イ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

  ウ 木城町職員として懲戒免職処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない    

者 

  エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試験の内容及び実施日等 

試 

験 
試験内容 実 施 日 会  場 

１
次
試
験 

職務基礎力試験 

（テストセンター方式） 

令和７年６月１８日（水）～ 

令和７年６月２９日（日） 

全国のテストセンター

会場（日時と会場を予

約して受験） 

職務基礎力試験 

（マークシート方式） 
令和７年６月２９日（日） 

木城町役場 

３階会議室 

２
次
試
験 

性格特性検査 

集団討論 

面接試験 

令和７年８月１０日（日） 
木城町役場 

３階会議室 
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   試験の詳細 

テストセンター方式 

受験申込と別に手続きが必要です。 

テストセンターでの受験案内を別途通知します。 

各自期間内に、受験者自身が希望する日時と会場を予約・受験

してください。 

全国約 180 箇所のテストセンターで受験できます。県内は、宮崎

市に２箇所、延岡市に１箇所あります。 

マークシート方式 

テストセンター方式と同様の問題を使用して木城町役場にてマー

クシート試験を実施します。 

※テストセンター方式と併用して受験することはできません。 

合格発表予定時期及び方法 

     １次試験 ・・・ ７月中旬 

     ２次試験 ・・・ ９月上旬 

     木城町役場前掲示板及び木城町ホームページに受験番号を掲示するほか、受験者 

に郵送で通知します。 

 

４ 試験の方法 

初級試験及び社会人試験は、次のとおり実施します。 

試 験 試 験 科 目 内     容 

１次試験 

職務基礎力試験 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する

力、統計等の資料を分析する力、国内外の社

会情勢への理解等を確認するための基礎的な

出題      60題・4肢択一式・1時間 

適性検査 職務適応性検査       150項目・20分 

２次試験 

適性検査 性格特性検査       150項目・20分 

集団討論 

提示された課題に対し受験者が討論し、１つ

の結論をまとめてもらいます。 

1班あたり 20分程度 

人物試験 面接試験       １人あたり 10分程度 
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５ 受験申込み手続 

（１） 受験申込方法 

インターネットからの申込みのみとなります。 

   木城町ホームページ内の職員採用試験ページから「職員採用試験受験申込み」にアクセスし、 

画面の指示に従って全ての必要項目を入力の上、受付期間中に申込みを完了してください。 

    アドレス  https://www.town.kijo.lg.jp/bosyu/3016.htmｌ 

    ＱＲコード 

 

 

 

 

（2）受付期間 

  令和７年５月１６日（金）午前９時 ～ 令和７年６月１０日（火）午後５時 

 

（３）申込み時の注意事項 

ア 受付期間内に申し込みが完了しなかった場合は、受験できません。 

イ 職種について併願はできません。 

ウ テストセンター方式とマークシート方式の併願はできません。 

 

（４）申込み完了のお知らせ（電子メール） 

申込み書を受理した場合は、申込み完了の電子メールを送信します。 

令和７年６月１６日（月）を過ぎてもメールが送信されない場合は、木城町役場総務財政課 

電話0983(32)4725に連絡してください。 

 

※ドメイン指定の受信制限をされている場合は「@town.kijo.lg.jp」及び「@logoform.jp」から 

の電子メールを受信できるように設定してください。 

また、テストセンター方式での受験をされる方は、合わせて「@cbt.j2-cloud.jp」からの電子 

メールを受信できるように設定してください。 

 

６ 合格から採用まで 

最終合格者は、採用候補者名簿に登載され、そのうちから任命権者によって採用が決定

されます。 

この名簿からの採用は、原則として令和８年４月１日以降ですが、場合によってはそれ以

前に採用されることがあります。 

なお、合格者は採用予定者より多く決定されますので、試験に合格しても採用されない場

合があります。 

※ 社会人合格者については、職務経験の確認のため職歴を証明する書類を提出していた

だきますが、職務経験が証明できなかった場合は採用されません。 

※ 受験手続上に詐称があった場合は、合格を取り消すことがあります。 
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７ 給与等 

（１）給与 

木城町一般職の職員の給与に関する条例に基づいて給料が支給されるほか、通勤手当、 

扶養手当、住居手当等がそれぞれの支給要件に応じて支給されます。 

 

（２）勤務条件・休暇等 

勤務時間は、１日７時間４５分、原則として土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律 

に規定する休日は、休みとなっています。休暇には、年次休暇のほか主なものに次のよう 

な有給休暇があります。 

夏季休暇   ３日間 

結婚休暇   ７日間 

誕生日休暇  ３日間 

病気休暇   最高３ヶ月を越えない範囲 

 

８ 試験関係情報の提供（緊急連絡）について 

災害等による試験日程の変更やその他の緊急連絡を木城町ホームページに掲載する

ことがあります。アドレスは次のとおりです。 

木城町ホームページアドレス  https://www.town.kijo.lg.jp/ 

 
９ お問合せ先 

木城町役場総務財政課  

住 所 〒884－0101 宮崎県児湯郡木城町大字高城１２２７番地の１ 

電 話 ０９８３（３２）４７２５ 

 

 


